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令和８年３月愛荘町議会定例会会議録  令和８年３月１０日（火）午前９時００分開議 議議議議    事事事事    日日日日    程（第２号）程（第２号）程（第２号）程（第２号）    日程第 １ 承認第 １号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承認を求めることについて 日程第 ２ 同意第 ２号 愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについて 日程第 ３ 同意第 ３号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 日程第 ４ 議案第 １号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 日程第 ５ 議案第 ２号 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第 ６ 議案第 ３号 愛荘町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 日程第 ７ 議案第 ４号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第 ８ 議案第 ５号 愛荘町消防団条例の一部を改正する条例 日程第 ９ 議案第 ６号 愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 日程第１０ 議案第 ７号 愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 日程第１１ 議案第 ８号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号） 日程第１２ 議案第 ９号 令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号） 日程第１３ 議案第１０号 令和７年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 日程第１４ 議案第１１号 令和７年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号） 日程第１５ 議案第１２号 令和７年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 日程第１６ 議案第１３号 令和７年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号） 日程第１７ 議案第１４号 令和８年度愛荘町一般会計予算 日程第１８ 議案第１５号 令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算 日程第１９ 議案第１６号 令和８年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算 
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日程第２０ 議案第１７号 令和８年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算 日程第２１ 議案第１８号 令和８年度愛荘町介護保険事業特別会計予算 日程第２２ 議案第１９号 令和８年度愛荘町下水道事業会計予算  本日の会議に付した事件本日の会議に付した事件本日の会議に付した事件本日の会議に付した事件    日程第１から日程第２２  出席議員（１出席議員（１出席議員（１出席議員（１２２２２名）名）名）名）        １番 岡 本 志穂美 君         ２番 久 山 幸 代 君     ３番 メンドーザ智子 君         ４番 久保田 正 利 君     ５番 小 菅 久 宣 君         ６番 中 川 喜代和 君     ７番 澤 田 源 宏 君         ８番 村 西 作 雄 君     ９番 村 田   定 君        １０番 瀧   すみ江 君    １１番 竹 中 秀 夫 君        １２番 河 村 善 一 君 欠席議員（なし）欠席議員（なし）欠席議員（なし）欠席議員（なし）     地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名    町 長  有 村 国 知 君  副 町 長  杉本甚治郎君  教 育 長  徳 田  寿 君  教 育 次 長 兼教育振興課長事務取扱  陌 間 秀 介 君  企画政策監兼みらい創生課長事務取扱 兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務取扱   西 川 傳 和 君  総 務 政 策 監  生 駒 秀 嘉 君  福 祉 政 策 監 兼健康推進課長事務取扱  木 村 美 紀 君  産 業 政 策 監 兼商工観光課長事務取扱  北川三津夫君  経 営 戦 略 課 長 兼行革・ＤＸ推進室長  田 中 孝 幸 君  公共施設最適配置推進室長   久保川瑞穂君  人 権 政 策 課 長  藤 野 知 之 君  くらし安全環境課長  山 本 拓 也 君  福 祉 課 長  川 井 美 幸 君  子ども支援課長 兼こども家庭センター長  増 居 志 穂 君  住 民 課 長  楠  真 二 君  税 務 課 長  藤 澤 雅 史 君  農 林 振 興 課 長  阪 本  崇 君  建設・下水道課長  羽 田 順 行 君   事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者    議会事務局長  森  ま ゆ み  書 記  伊 谷 一 真  
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開議 午前９時００分 ◎開議の宣告◎開議の宣告◎開議の宣告◎開議の宣告    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  皆さん、おはようございます。令和８年３月愛荘町議会定例会２日目です。  ただいまの出席議員は１２名で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  ◎議事日程の報告◎議事日程の報告◎議事日程の報告◎議事日程の報告    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  ◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１ 承認第１号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承認を求めることについてを議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。総務政策監。 ○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）  それでは、議案書のほうをお願いをいたします。議案書の５ページでございます。  承認第１号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承認を求めることについて、地方自治法第１７９条第１項の規定により、次のように専決処分したから、同条第３項の規定により、これを報告し承認を求めるものでございます。  それでは、補正予算書（専決）をお願いをいたします。２ページでございます。  令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,８２７万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２６億３,７９３万４,０００円とするものでございます。  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。  上記の議案を提出するものでございます。  今回の補正につきましては、２月８日投開票となりました衆議院議員総選挙執行に要する経費を計上したもので、１月２７日公示日から速やかに選挙事務を開始する必
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要があったため、専決処分したものでございます。  それでは、補正予算書の３ページをお願いをいたします。  第１表 歳入歳出予算補正。  歳入。１５款県支出金３項委託金、補正予算額が１,８１７万８,０００円の追加。２０款諸収入５項雑入１０万円の追加。歳入合計といたしまして１,８２７万８,０００円の追加となります。  続きまして、４ページをお願いをいたします。  歳出でございます。  ２款総務費４項選挙費、補正予算額が１,８２７万８,０００円の追加。歳出合計、歳入と同額でございます。補正予算額が１,８２７万８,０００円の追加。補正後の予算額といたしまして１２６億３,７９３万４,０００円となってございます。  ９ページから１２ページにつきましては、給与費明細書となってございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより承認第１号を採決します。本案はこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、承認第１号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第９号）の専決処分につき承認を求めることについては、原案のとおり承認することに決定しました。  ◎同意第２号の上程、説明、採決◎同意第２号の上程、説明、採決◎同意第２号の上程、説明、採決◎同意第２号の上程、説明、採決    
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○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第２ 同意第２号 愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについてを議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。町長。 ○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）  それでは、同意第２号について説明をさせていただきます。  同意第２号議案は、愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについてでございます。  現代表監査委員の辻井弘子氏が令和８年３月３１日で任期が満了することから、新たに岡部得睛氏を愛荘町監査委員にお願いするもので、地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、町長が議会の同意を得て選任することからお願いするものです。住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。  岡部得睛氏は令和３年３月３１日まで愛荘町職員として勤務され、人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で効率的な事務処理に理解があり、地方自治法の財務管理、事業の経営管理、行政運営に優れた識見を有しておられ、適任と考えております。  任期は令和８年４月１日から令和１２年３月３１日まででございます。何とぞ御同意いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  本案は愛荘町議会申合せ事項第３条、人事案件に基づき、質疑、討論を省略しますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認め、質疑、討論を省略します。  これより、同意第２号を採決します。本案を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。  よって、同意第２号 愛荘町監査委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。  ◎同意◎同意◎同意◎同意第３号の上程、説明、採決第３号の上程、説明、採決第３号の上程、説明、採決第３号の上程、説明、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第３ 同意第３号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてを議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。町長。 
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○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）  それでは、同意第３号について説明させていただきます。  同意第３号議案は、愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございます。  現委員の北村太一郎氏が令和８年３月３１日で任期が満了することから、再任をお願いするもので、地方公務員法第９条の２第２項及び愛荘町公平委員会設置条例に基づき、議会の同意をお願いするものです。住所、生年月日は議案書に記載のとおりであります。  北村太一郎氏は滋賀県職員として勤務され、地方公共団体の人事、行政などに識見を有しておられ、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があることから、適任と考えます。  任期は、令和８年４月１日から令和１２年３月３１日まででございます。  何とぞ御同意を頂きますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  本案は、愛荘町議会申合せ事項第３条、人事案件に基づき、質疑、討論を省略しますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認め、質疑、討論を省略します。  これより、同意第３号を採決します。本案を同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。  よって、同意第３号 愛荘町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについては、同意することに決定しました。  ◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第４ 議案第１号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。教育次長。 ○教育次長兼教育振興課長事務取扱（陌間秀介君）○教育次長兼教育振興課長事務取扱（陌間秀介君）○教育次長兼教育振興課長事務取扱（陌間秀介君）○教育次長兼教育振興課長事務取扱（陌間秀介君）  それでは、議案第１号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 
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 お手元の議案書８ページから９ページをお開きください。  議案第１号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。  上記の議案を提出し、議決をお願いをするものでございます。  説明は、議案説明資料にて説明をさせていただきます。議案説明資料、２ページを御覧ください。  愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する理由でございますが、２点ございます。  １点目でございます。学校医の配置は学校保健安全法に規定されており、学校歯科医及び学校薬剤師も併せて置くこととされており、教育委員会が任命、委嘱をすることとなっております。  児童生徒の健康保持、増進を目的に多くの先生方に委嘱をお願いしてきましたが、町内医師の高齢化や全国的な医師不足、地域医療の偏在といった要因によりまして、委嘱を引き受けていただける方が年々減少しているところでございます。  また、現在町で定めております学校医等の報酬について、県内６町で比較をさせていただいたところ、愛荘町が最も低い水準であり、合併以降２０年にわたり報酬額が据え置かれている状況でございます。学校医、幼稚園医、保育園医の職務内容に大差はございません。  こうした状況を踏まえ、近隣市町や湖東圏域の報酬水準を参考に、年額報酬の改定を行うものでございます。年額の基本額を７万円に引き上げ、さらに医師、歯科医につきましては、感染症対策や救急相談など年間を通じて相談件数が多いことを考慮して、別途１万円を加算をするものでございます。  次に、２点目でございますが、令和７年３月議会におきまして、令和７年４月１日より監査委員の識見者に対する報酬につきまして、資格の有無による報酬額の定めを廃止をさせていただいたところですが、備考欄の資格に関する文言が削除できていなかったことから、同文言について削除するものでございます。  改正する条例の要旨でございますが、１点目は、学校医、幼稚園医、保育園医の医師、歯科医ともに現行「４万５,０００円」を改正案「８万円」に、学校薬剤師、幼稚園薬剤師につきましては、現行「４万５,０００円」を改正案「７万円」に引き上げるものでございます。 
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 ２点目は、別表備考中の「１」の文言を削り、「２」の文言を「１」とするものでございます。  施行期日は令和８年４月１日から施行し、改正後の別表備考の規定は令和７年４月１日から適用するものでございます。  ４ページは新旧対照表となっております。安心安全な教育環境が維持ができますよう、報酬改定等につきまして、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第１号 愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第２号の上程、説明、質疑◎議案第２号の上程、説明、質疑◎議案第２号の上程、説明、質疑◎議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決、討論、採決、討論、採決、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第５ 議案第２号 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。総務政策監。 ○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）  それでは、議案書の１０ページをお願いをいたします。  議案第２号 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。  上記の議案を提出するものでございます。  説明につきましては、議案説明資料の５ページをお願いをいたします。  まず、改正する理由でございますけれども、人事院勧告に基づきまして、令和７年
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１２月２４日に交付されました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律に準じて、関係する条例の一部を改正するものでございます。  要旨でございます。  まず、１点目、初任給調整手当の改正ということで、第２種の追加となってございます。現行の「初任給調整手当」を「第１種初任給調整手当」と改め、新たに「第２種初任給調整手当」を新設するものでございます。  ２つ目でございます。通勤手当の改正ということで、通勤手当額の削除。条例で定めていた通勤手当額を規則で定めるため、手当額について削除するもの。それと、自動車等の駐車場等に係る通勤手当を新設するということで、１か月当たり５,０００円を超えない範囲内で駐車場等の料金に相当する額として規則で定める額を支給するものでございます。  ３つ目、宿日直手当の改正。退庁時から引き続いて行われる場合の宿直勤務「６,６００円」を「７,０５０円」とするもの。それと、常直的な宿日直勤務月額「２万２,０００円」を「２万３,５００円」とするものでございます。  続きまして、６ページのほうをお願いをいたします。  ４点目といたしまして、付則の改正でございます。経過措置期間の短縮ということで、令和８年度の地域手当の支給割合について、制度完成時の支給割合４％まで改定することが人事院勧告で示され、実質的に経過措置の効力がなくなったため、経過措置期間の終期を短縮するものでございます。「令和１０年３月３１日」を「令和８年３月３１日」とするものでございます。  施行期日については、令和８年４月１日となってございます。  ７ページから１４ページにつきましては、新旧対照表となってございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 
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○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第２号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第２号 愛荘町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第６ 議案第３号 愛荘町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。総務政策監。 ○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）  それでは、議案書の１２ページをお願いをいたします。  議案第３号 愛荘町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例。  上記の議案を提出するものでございます。  説明につきましては、議案説明資料の１５ページをお願いをいたします。  改正する理由でございます。国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、社会情勢の変化に対応するとともに、より実態に即した旅費の支給を行うため、滋賀県旅費支給条例等に準じ、愛荘町職員の旅費に関する条例等の一部の改正を行うものでございます。  要旨でございますけれども、今回の国、県の改正に伴いまして、町の５つの条例について関連しておりますので、一括で改正のほうをさせていただくということでございます。  まず、第１条といたしまして、愛荘町職員の旅費に関する条例の一部の改正、第２条といたしまして、愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の一部改正、第３条といたしまして、愛荘町議会議員の議員報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正、４条といたしまして、愛荘町会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例の一部改正、第５条といたしまして、愛荘町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。  第１条関係でございますけれども、県の条例等に準じて、次のとおり改めるものでございます。 
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 まず、鉄道賃でございますけれども、改正前につきましては、「特別急行料金・座席指定料金は片道１００キロ以上、普通急行は片道５０キロ以上」となっていたものでございますけれども、改正後については、距離要件を廃止をいたしまして、「旅行命令権者が公務上の必要性を判断」するとなってございます。  続きまして、車賃でございます。キロ当たり「３７円」を改正後、キロ当たり「２０円」とさせていただくもの。  １６ページをお願いをいたします。  日当につきましては、廃止とさせていただきます。  旅行雑費ですけれども、新設となりまして、１夜当たり「７８０円」となってございます。  宿泊料でございますけれども、職階の４級以上、３級以下を一律とさせていただくとともに、甲地については「１万５,６００円」、乙地については「１万８００円」とさせていただくものでございます。  食卓料については廃止。  移転料、扶養親族移転料につきましては、改正後につきましては、「扶養要件を廃止（同一生計の家族が移転する場合には家族分を支給）」ということで、「扶養親族移転料」は「家族移転料」に改称をさせていただきます。  日額旅費については廃止となります。  次に、第２条関係でございます。愛荘町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴いまして、日当及び食卓料を廃止、旅行雑費を新設し、宿泊料を同条例と同額に統一するものでございます。  続きまして、第３条関係、旅費の種類、支給額及び支給方法を愛荘町特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例の例によるものとし、別表２を削除します。  第４条及び第５条関係につきましては、愛荘町職員の旅費に関する条例の一部改正に伴いまして、職務に関する規定を削除するものでございます。  施行期日につきましては、令和８年４月１日から施行となってございます。  あと、１８ページから３０ページまでが新旧対照表となってございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第３号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立多数でます。よって、議案第３号 愛荘町職員の旅費に関する条例等の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第４号の上程、説明、質疑◎議案第４号の上程、説明、質疑◎議案第４号の上程、説明、質疑◎議案第４号の上程、説明、質疑    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第７ 議案第４号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。総務政策監。 ○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）  それでは、議案書の１６ページをお願いをいたします。  議案第４号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  上記の議案を提出するものでございます。  議案説明資料につきましては、３１ページをお願いをいたします。３１ページでございます。  まず、改正する理由でございますけれども、国民健康保険制度は、平成３０年度以降、都道府県が国民健康保険事業の財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業運営の中心的な役割を担うこととされ、滋賀県内市町の医療給付費、後期高齢者支援金及び介護納付金等を滋賀県が支払い、県全体に交付される公費や市町からの納付金がその財源に充てられている。また、県において令和９年度での県下保険料水準の統一を目標とされております。  今般、令和８年度の国民健康保険税の税率について、愛荘町の国民健康保険事業の運営に関する協議会に対し諮問し、滋賀県から示された令和８年度における納付金の
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決定額等を基に示された答申に基づき、税率の改正を行うものでございます。  なお、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行により、令和８年度以降の課税額に子ども・子育て支援納付金分を新たに追加することから、その税率についても規定するものでございます。  条例の要旨でございます。  今回の改正は、基礎課税分（医療分）の所得割税率、均等割額、及び平等割額の引上げを行う。また、子ども・子育て支援納付金の追加を行うもので、滋賀県保険料税率統一に向けた税率の検討を踏まえまして、県が示した標準保険税率に近づけた税率に見直すものでございます。  基礎課税分（医療分）といたしまして、まず上段からでございます。  関係条項が、第３条第１項関係で、項目が所得割、現行税「６.５６」を改正税率といたしまして「６.７２％」、０.１６％引き上げるものでございます。  第５条関係といたしまして、均等割（１人当たり）「２万７,０００円」を「２万９,０００円」、２,０００円引き上げるもの。  第５条の２の関係といたしまして、平等割（１世帯当たり）「１万８,０００円」を「１万９,０００円」、１,０００円引き上げるものでございます。  続きまして、３２ページをお願いをいたします。  子ども・子育て支援納付金分（子ども分）といたしまして、上段からでございます。関係条項、第９条の４関係、所得割といたしまして「０.２５％」を新設。  第９条５関係といたしまして、均等割（１人当たり）「１,１５０円」の新設。  第９条の６関係といたしまして、１８歳以上均等割（１人当たり）「７７円」、これも新設。  第９条の７関係といたしまして、平等割（１世帯当たり）「７６９円」、これも新設となってございます。  後期高齢者支援金分は据置きのため改正なし。  介護納付金分についても据置きのため改正なしとなってございます。  あと、第２１条の国民健康保険税の減額ということで、改正内容といたしまして、基礎課税分についての第１項（均等割および平等割の７・５・２割軽減）及び第２項（均等割の未就学児の軽減）の額を変更するもので、変更につきましては、基礎課税分、医療分の減額する額といたしまして、表のとおりとなってございますのでよろし
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くお願いをしたいと思います。  施行期日につきましては、この条例については、令和８年４月１日から施行するものでございます。  ３４ページから４８ページまでが新旧対照表となってございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第４号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を教育民生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第４号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。  ◎議案第◎議案第◎議案第◎議案第５５５５号の上程、説明、質疑号の上程、説明、質疑号の上程、説明、質疑号の上程、説明、質疑    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第８ 議案第５号 愛荘町消防団条例の一部を改正する条例を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。企画政策監。 ○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）  それでは、議案書１９ページを御覧ください。  議案第５号、愛荘町消防団条例の一部を改正する条例。  上記の議案を提出するものでございます。  改正の趣旨の御説明をさせていただきます。議案説明資料５３ページを御覧ください。  改正の理由といたしましては、総務省消防庁長官通知による非常勤消防団員の報酬等の基準に定める年間報酬額と出動報酬額について、愛荘町消防団員の年間報酬額は国の基準以上の額である一方、出動報酬については標準額を満たしておらず、それぞれ標準額に合致するよう、所要の改正を行うものでございます。 
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 改正の要旨は、第１３条に定める年間報酬額を標準額と整合を図るため、１から９までの区分に応じ減額し、第１４条の費用弁償は、出張時の支給基準が旧の給料表を引用しているため、今回の改正に合わせて修正をし、さらに出動時の取扱いとして、別表の招集区分に応じた費用弁償額を定めるものです。  施行期日は令和８年４月１日からの施行であります。  ５５ページから５６ページは新旧対照表となっております。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第５号 愛荘町消防団条例の一部を改正する条例を総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（○議長（○議長（○議長（河村善一君）河村善一君）河村善一君）河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第５号 愛荘町消防団条例の一部を改正する条例を総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。  ◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第６号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第９ 議案第６号 愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）  それでは、議案書の２０ページをお開きください。２０ページをお願いいたします。  議案第６号 愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例。  上記の議案を提出いたします。  それでは、説明資料のほうで説明のほうをさせていただきます。５７ページをお開きください。  条例を廃止する理由でございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行による
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住民基本台帳法の一部の改正により、平成２７年１２月で全ての住民基本台帳カードの発行が終了しました。これに伴い、令和７年１２月３１日をもって全ての住民基本台帳カードが有効期限を迎え、その効力を失うため、この条例を廃止するものでございます。  施行期日は公布日の日からとなっております。  以上、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第６号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第６号 愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第７号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１０ 議案第７号 愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  産業政策監。 ○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）  それでは、議案書２１ページをお願いいたします。２１ページでございます。  議案第７号 愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例。  上記の議案を提出するものでございます。 
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 説明につきましては、議案説明資料をお願いいたします。５８ページでございます。議案説明資料、５８ページ。  改正する理由でございます。道路法施行令の一部改正に伴い、令和８年４月１日施行の市町村における民間地価水準及び地価に対する賃料の水準の変動等を反映したものに見直しが行われたことから、政令に準じて愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正するものでございます。  条例の趣旨です。道路法施行令の一部改正により、占用料の額が固定資産税評価額の評価替え及び地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえた改正が行われた。このことにより、別表に定めている占用料の額を改正するものでございます。  施行期日は令和８年４月１日。  以上、説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第７号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第７号 愛荘町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第８号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１１ 議案第８号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号）を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。総務政策監。 
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○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）  それでは、補正予算書の２ページをお願いをいたします。  議案第８号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによります。  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５５３万５,０００円を追加をし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２７億４,３４６万９,０００円とするものでございます。  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。  繰越明許費の補正、第２条、繰越明許費の追加は、第２表 繰越明許費補正による。  地方債の補正、第３条、地方債の追加変更は、第３表 地方債補正による。  上記の議案を提出するものでございます。  それでは、３ページ、第１表 歳入歳出予算補正、歳入の部からでございます。  まず、１款町税１項町民税、補正予算額が３,２６６万８,０００円の追加。２項固定資産税３,７３０万２,０００円の追加。３項軽自動車税３２万３,０００円の追加。４項町たばこ税９８５万１,０００円の減額。  続きまして、２項地方譲与税１項地方揮発油譲与税といたしまして１４０万５,０００円の追加。２項自動車重量譲与税１９６万円の追加。４項森林環境譲与税７０万４,０００円の追加。  ３款利子割交付金１項利子割交付金といたしまして２１８万５,０００円の追加。  その下、４款１項配当割交付金８３４万４,０００円の追加。  ５款１項株式等譲渡所得割交付金といたしまして２６１万９,０００円の追加。  ６款１項法人事業税交付金３５万８,０００円の減額。  ７款１項地方消費税交付金といたしまして２,８６０万２,０００円の追加。  ８款１項環境性能割交付金２５１万９,０００円の減額。  続きまして、４ページをお願いをいたします。  ９款１項地方特例交付金７８万１,０００円の減額。  １０款１項地方交付税といたしまして１億５,９９３万５,０００円の追加。  １１款１項交通安全対策特別交付金３万９,０００円の追加。  １２款分担金及び負担金２項負担金といたしまして１６６万８,０００円の減額。 
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 １３款使用料及び手数料１項使用料５３９万７,０００円の追加。２項手数料６万３,０００円の追加。  １４款国庫支出金１項国庫負担金２,７３９万２,０００円の追加。２項国庫補助金６,１４２万４,０００円の追加。３項委託金２４１万３,０００円の減額。  １５款県支出金１項県負担金１,０６３万１,０００円の追加。２項県補助金５,８２３万２,０００円の減額。３項委託金５５万５,０００円の減額。  １６款財産収入１項財産運用収入４５９万円の追加。次、５ページをお願いをいたします。２項財産売払収入２１３万３,０００円の追加。  １７款１項寄付金４万円の追加。  １８款繰入金２項基金繰入金３億６,９５７万８,０００円の減額。  ２０款諸収入１項延滞金、加算金及び過料で７８万７,０００円の追加。２項町預金利子で１５９万８,０００円の追加。３項貸付金元利収入で４１万円の追加。４項受託事業収入で１３１万８,０００円の減額。５項雑入で６９５万７,０００円の追加。  ２１款町債１項町債１億５,５３０万円の追加。  歳入合計といたしまして、１億５５３万５,０００円の追加となってございます。  続きまして、６ページの歳出でございます。  １款議会費１項議会費で補正予算額が１６８万３,０００円の減額。  ２款総務費１項総務管理費で３,２９１万１,０００円の減額。２項徴税費８９６万６,０００円の減額。３項戸籍住民基本台帳費８６万３,０００円の減。４項選挙費３５万８,０００円の減。５項統計調査費で１５６万８,０００円の減。６項監査委員費で２０万円の減となってございます。  ３款民生費１項社会福祉費で４,６３７万６,０００円の追加。２項児童福祉費で１,７５６万５,０００円の減。  ４款衛生費１項保健衛生費で１,４０８万７,０００円の減。  ５款労働費１項労働諸費で３万円の減。  ６款農林水産業費１項農業費で１,５９９万９,０００円の追加。２項林業費で、これは財源補正となってございます。  ７款商工費１項商工費で９２２万円の減。  ７ページでございます。８款土木費１項土木管理費で３３３万９,０００円の減。２項道路橋梁費で５,２８６万４,０００円の減。３項河川費で１１３万３,０００円の減。



- 30 - 

４項都市計画費で１,３８９万９,０００円の追加。５項住宅費で７０万５,０００円の減。  ９款１項消防費で３３３万円の減。  １０款教育費１項教育総務費で２億８,３６０万３,０００円の追加。２項小学校費で３９０万１,０００円の減。３項中学校費で５０４万１,０００円の減。４項幼稚園費で７５４万４,０００円の減。５項社会教育費で８,１０８万１,０００円の減。６項保健体育費で４,５８３万３,０００円の減。  １２款１項公債費で９１０万円の追加。  １３項諸支出金２項基金費で２,８７８万円の追加。  歳出合計といたしまして、歳入と同額で１億５５３万５,０００円の追加で、補正後の予算額といたしまして１２７億４,３４６万９,０００円となってございます。  続きまして、８ページをお願いをいたします。  第２表の繰越明許費の補正ということでございます。  まず、上段からで、２款総務費１項総務管理費で事業名が戸籍附票等システム改修事業で、金額が５７０万９,０００円の繰越し。  その下、近江鉄道線輸送安全確保事業補助事業で２,０１７万６,０００円の繰越し。  ８款土木費２項道路橋梁費、上から町道愛知川栗田線道路改良事業（第３工区）で３,０００万円。町道橋梁維持修繕事業（手倉橋）で２,２９８万３,０００円の繰越し。町道上蚊野島川線舗装修繕事業（蚊野外工区）で３,３６０万円の繰越し。  その下、９款消防費１項消防費で防災ガイドブック更新事業で５３９万円。  １０款教育費１項教育総務費愛知川東小学校長寿命化改良事業で２億９,８０６万５,０００円。５項の社会教育費でハーティーセンター秦荘長寿命化改修事業で４,２９０万９,０００円の繰越しとなってございます。  続きまして、９ページににつきましては、第３表の地方債の補正となってございます。  まず１、追加の部分でございます。起債の目的といたしまして、まず、一般補助施設整備等事業債で１,０００万円の限度額。防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（道路）で１,１７０万。その下、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（公立学校施設整備）で１億１,７４０万。防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（農業水利）で２５０万。合計１億４,１６０万円の限度額となってございます。 
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 起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。  次、１０ページでございます。１０ページににつきましては変更となってございます。  まず、起債の目的。公共事業等債で、補正前額が３,９４０万円を補正後といたしまして６,１１０万円の限度額とさせていただくもの、その下、地方道路等整備事業債で３億１,５７０万を２億６,７３０万。緊急自然災害防止防止対策事業債で１億６,５００万を１億４,９３０万に、学校教育施設等整備事業債で３,３８０万を１億５,１８０万に、脱炭素化推進事業債といたしまして１億１,９００万を８,５８０万に、公共施設等適正管理推進事業債といたしまして４億２,６２０万円を３億９,７５０万円とさせていただくもので、合計金額といたしまして、補正前額といたしまして１０億９,９１０万円を、補正後といたしまして１１億１,２８０万円とさせていただくものでございます。  ６２ページから６５ページまでが給与費明細書となってございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長（河村善一君○議長（河村善一君○議長（河村善一君○議長（河村善一君））））  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。  １０番、瀧 すみ江君。 ○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧    すみ江君）すみ江君）すみ江君）すみ江君）  １０番、瀧 すみ江。反対討論を行います。  議案第８号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号）に対し、反対を表明します。  反対の理由は、戸籍附票等システム改修事業の計上です。戸籍に振り仮名を振るのは、政府がマイナンバー制度などデジタル化を推進するためです。本人確認ができることも理由として導入されました。国民１人１人に個人番号を割り当て、行政情報にひもづけるマイナンバー制度の本格運用と法的個人認証の機能を持つマイナンバーカードの交付が始まってから今年で１０年です。  マイナンバー制度には、巨額の国費が投じられ、法的には任意のマイナンバーカードの取得は、健康保険証の廃止などにより実質的に強制されています。多くの国民が懸念した個人情報の漏えいの問題もあります。本議案には、財政調整基金繰入金が３
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億２,５６８万７,０００円が減額となり、基金に繰り戻されていて、財源があることを示しています。町民の暮らしを守る施策推進に振り向けることを訴えまして、反対討論といたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  ほかに討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これで討論を終わります。  これより議案第８号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立多数です。よって、議案第８号 令和７年度愛荘町一般会計補正予算（第１０号）は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第９号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１２ 議案第９号 令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  企画政策監。 ○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）  議案第９号 令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）について、御説明をさせていただきます。  補正予算書６６ページをお開きください。  令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。  歳入歳出の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８０万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０万４,０００円とするものでございます。  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正による。 
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 上記の議案を提出するものです。  次に、６７ページをお願いします。  歳入。２款繰入金１項他会計繰入金に補正予算額８０万２,０００円を追加し、補正予算後の予算額の歳入合計は８０万４,０００円でございます。  続いて、６８ページをお願いいたします。  歳出については、１款公共事業用地取得事業費１項公共事業用地取得事業費に補正予算額８０万２,０００円を追加し、補正後予算額の歳出合計は８０万４,０００円でございます。  ６９ページから７２ページまでが事項別明細書でございます。  以上、令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算の御説明とさせていただきます。  御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第９号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第９号 令和７年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１３ 議案第１０号 令和７年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を議題にします。  本案について提案理由の説明を求めます。 
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 福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）  それでは、補正予算書の７３ページをお開きください。  議案第１０号 令和７年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによるものでございます。  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,９３７万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１９億８,３４８万円とするものです。  ２項、歳出歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正によるものです。  上記の議案を提出いたします。  それでは、第１表 歳入歳出予算補正で説明させていただきます。  ７４ページをお願いします。  歳入です。１款国民健康保険税１項一般被保険者国民健康保険税６１２万２,０００円の追加。  ３款使用料及び手数料１項手数料１万７,０００円の追加。  ７款県支出金２項県補助金６４７万４,０００円の減額。  ９款財産収入１項財産運用収入２０万６,０００円の追加。  １０款繰入金１項他会計繰入金８万６,０００円の追加。  １１款繰越金１項繰越金１,４５８万７,０００円の追加。  １２款諸収入２項雑入３３３万９,０００円の追加。  ３款延滞金、加算金及び過料１４８万７,０００円の追加。歳入合計、補正予算額１,９３７万円、補正後予算額１９億８,３４８万円でございます。  次のページ、７５ページとなります。  歳出です。１款総務費１項総務管理費１３１万５,０００円の減額。２項徴税費４９万６,０００円の減額。３項運営協議会費９万８,０００円の減額。  ２款保険給付費６項傷病手当諸費１,０００円の減額。  ８款保健事業費１項保健事業費２５２万１,０００円の減額。２項特定健康診査等事業費６６４万９,０００円の減額。  １０款諸支出金２項基金積立金３,０４５万円の追加。 
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 歳出合計、補正予算額１,９３７万円、補正後予算額１９億８,３４８万円でございます。  補正予算書の８４ページは給与費明細書となっております。  以上、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第１０号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第１０号 令和７年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決◎議案第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１４ 議案第１１号 令和７年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）  補正予算書の８５ページをお開きください。  議案第１１号 令和７年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるものでございます。  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２,４９８万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９,０５９万９,０００円とするものです。 
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 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正によるものです。  上記の議案を提出いたします。  それでは、８６ページをお願いします。  まず、歳入でございます。  １款保険料１項後期高齢者医療保険料２,８７１万円の追加。  ２款使用料及び手数料１項手数料５,０００円の追加。  ４款繰入金１項一般会計繰入金３９９万４,０００円の減額。  ５款繰越金１項繰越金６５万５,０００円の追加。  １３款国庫支出金２項国庫補助金３９万６,０００円の減額。  歳入合計、補正予算額２,４９８万円、補正後予算額２億９,０５９万９,０００円です。  次のページ、７６ページになります。  歳出です。  １款総務費１項総務管理費３９万６,０００円の減額。２項徴収費５,０００円の追加。  ３款広域連合納付金１項広域連合納付金２,５３７万１,０００円の追加。  歳出合計、補正予算額２,４９８万円、補正後予算額２億９,０５９万９,０００円です。  以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第１１号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第１１号 令和７年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第◎議案第◎議案第◎議案第１２１２１２１２号の上程、説明、質疑、討論、採決号の上程、説明、質疑、討論、採決号の上程、説明、質疑、討論、採決号の上程、説明、質疑、討論、採決    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１５ 議案第１２号 令和７年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）  補正予算書の９３ページをお開きください。  議案第１２号 令和７年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによるものでございます。  歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３５５万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億８,６９７万３,０００円とするものです。  ２項、歳入歳出の予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表 歳入歳出予算補正によるものです。  上記の議案を提出いたします。  それでは、９４ページをお願いいたします。  歳入でございます。  １款保険料１項介護保険料３０６万８,０００円の追加。  ３款国庫支出金１項国庫補助金９５万２,０００円の追加。２項国庫補助金１５万１,０００円の追加。  ４款支払基金交付金１項支払基金交付金１２５万５,０００円の追加。  ５款県支出金１項県負担金５９万５,０００円の追加。２項県補助金５万１,０００円の減額。  ８款繰入金１項一般会計繰入金２００万６,０００円の減額。２項基金繰入金４１万円の減額。  歳入合計、補正予算額３５５万４,０００円、補正後予算額１６億８,６９７万３,
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０００円です。  次のページ、９５ページになります。  歳出でございます。  １款総務費１項総務管理費１３万６,０００円の減額。３項認定審査会費９２万３,０００円の減額。４項運営協議会費１４万２,０００円の減額。  ２款保険給付費２項介護予防サービス等諸費１０６万３,０００円の追加。３項高額介サービス等費３６９万７,０００円の追加。  ４款地域支援事業２項包括的支援事業・任意事業１９万５,０００円の減額。４項一般介護予防事業１１万円の減額。  ６款諸支出金２項基金積立金３０万円の追加。  歳出合計、補正予算額３５５万４,０００円、補正後予算額１６億８,６９７万３,０００円でございます。  １０５ページは給与費明細書となっております。  以上、説明とさせていただきます。御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第１２号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第１２号 令和７年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、原案のとおり可決されました。  ◎議案第◎議案第◎議案第◎議案第１１１１３号の上程、説明、質疑、討論、採決３号の上程、説明、質疑、討論、採決３号の上程、説明、質疑、討論、採決３号の上程、説明、質疑、討論、採決    
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○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１６ 議案第１３号 令和７年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号）を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。産業政策監。 ○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）  それでは、補正予算書１０６ページをお願いいたします。１０６ページでございます。  議案第１３号 令和７年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号）。  総則、１条、令和７年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。  収益的収入及び支出の補正、第２条、令和７年度愛荘町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入でございます。  第１款下水道事業収益第１項営業収益９３６万７,０００円の追加。第２項営業外収益１７９万５,０００円の追加。計１,１１６万２,０００円の追加。合計１０億７,９６３万４,０００円でございます。  支出でございます。  第１款下水道事業費用第１項営業費用６７８万５,０００円の追加。第２項営業外費用２２９万４,０００円の減額。計４４９万１,０００円。合計が９億９,２２１万１,０００円でございます。  １０７ページ、資本的収入及び支出の補正、第３条でございます。令和７年度愛荘町下水道事業会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入、第１款資本的収入第２項企業債３,２２０万円の減額。第４項補助金１,４９５万２,０００円の追加。第５項分担金３６４万１,０００円の追加。第９項その他資本的収入５０万の減額。計１,４１０万７,０００円の減額で５億６,５００万３,０００円とさせていただきます。  支出、第１款資本的支出第１項建設改良費１,１６６万７,０００円の減額。第５項その他資本的支出５０万円の減額。計１,２１６万７,０００円の減額で８億３,７０７万７,０００円とさせていただくものでございます。  企業債の補正、第４条でございます。令和７年度愛荘町下水道事業会計予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり変更するものでございます。 
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 起債の目的でございます。流域下水道事業債、補正予算額が３,２２０万円の減額で、計３,８８０万円とさせていただくものでございます。  他会計からの補助金の補正、第５条、下水道事業の営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を２億６,５６２万４,０００円とするものでございます。  上記の議案を提出をさせていただきます。  １１２ページからは、予定キャッシュ・フロー計算書、１１４ページからは予定貸借対照表を添付させていただいております。  以上、説明とさせていただきます。御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  次に、賛成討論はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  討論なしと認めます。  これより議案第１３号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  起立全員であります。よって、議案第１３号 令和７年度愛荘町下水道事業会計補正予算（第３号）は、原案のとおり可決されました。  ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  暫時休憩といたします。１０時４０分再開ということでお願いいたします。 休憩 午前１０時２２分 再開 午前１０時３８分 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  会議を始めます。  ◎議案第◎議案第◎議案第◎議案第１４１４１４１４号の上程、説明、質疑号の上程、説明、質疑号の上程、説明、質疑号の上程、説明、質疑    
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○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１７ 議案第１４号 令和８年度愛荘町一般会計予算を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。総務政策監。 ○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）○総務政策監（生駒秀嘉君）  それでは、令和８年度予算書のほうをお願いをいたします。４ページでございます。  議案第１４号 令和８年度愛荘町一般会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１１６億６００万円と定める。  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算による。  地方債、第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表 地方債による。  一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５億円と定める。  歳出予算の流用、第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  １、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  上記の議案を提出するものでございます。  ５ページをお願いをいたします。  第１表 歳入歳出予算、歳入の部からでございます。１款町税１項町民税、予算額が１３億５５０万９,０００円。２項固定資産税１６億９２１万円。３項軽自動車税９,３４７万。４項町たばこ税１億３,８９１万１,０００円。  ２款地方譲与税１項地方揮発油譲与税１,５７５万２,０００円。２項自動車重量譲与税６,１４６万円。４項森林環境譲与税５２６万３,０００円。  ３款利子割交付金１項利子割交付金７６７万９,０００円。  ４款１項配当割交付金２,９００万２,０００円。  ５款１項株式等譲渡所得割交付金３,５３４万１,０００円。  ６款１項法人事業税交付金６,１７１万９,０００円。 
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 ７款１項地方消費税交付金５億９,０９４万７,０００円。  ８款１項環境性能割交付金７７万５,０００円。  ６ページをお願いをいたします。  ９款１項地方特例交付金５,１４２万１,０００円。  １０款１項地方交付税２５億６,７００万円。  １１款１項交通安全対策特別交付金１１３万円。  １２款分担金及び負担金２項負担金７,０７１万６,０００円。  １３款使用料及び手数料１項使用料４,１３０万円。２項手数料１,１１４万。  １４款国庫支出金１項国庫負担金１０億９,０１４万円。２項国庫補助金２億３,０９８万６,０００万円。３項委託金８１５万７,０００円。  １５款県支出金１項県負担金で４億１,７７８万３,０００円。２項県補助金２億６,２１７万２,０００円。３項委託金６,９４０万７,０００円。１６款財産収入１項財産運用収入で、１,２１９万２,０００円。次、７ページ、２項財産売払収入で５０万円。  １７款１項寄付金２億４,０００万１,０００円。  １８款繰入金１項特別会計繰入金２,０００円。２項基金繰入金で１２億４,６２４万８,０００円。  １９款１項繰越金で５,０００万。  ２０款諸収入で、１項遅延金、加算金及び過料で３２０万８,０００円。２項町預金利子で８,０００円。３項貸付金元利収入で１６６万７,０００円。４項受託事業収入で１,２５９万２,０００円。５項雑入で２億１,６４９万２,０００円。  ２１款１項町債で１０億４,６７０万。歳入合計といたしまして１１６億６００万円となってございます。  続きまして、８ページの歳出でございます。  上段から、１款議会費１項議会費で９,５５０万７,０００円。  ２款総務費で、１項総務管理費１２億９,９７４万７,０００円。２項徴税費で１億２,４４８万６,０００円。３項戸籍住民基本台帳費６,９１７万４,０００円。４項選挙費で２,９５３万６,０００円。５項統計調査費で８５０万１,０００円。６項監査委員費で７３万２,０００円。  ３款民生費１項社会福祉費で２０億７８４万５,０００円。２項児童福祉費で１６億８,８９０万６,０００円。 
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 ４款衛生費１項保健衛生費で７億３１９万９,０００円。  ５款労働費１項労働諸費で１６９万３,０００円。  ６款農林水産業費１項農業費２億４６１万２,０００円。２項林業費６６６万６,０００円。  ７款商工費１項商工費１億３,８１８万７,０００円。  ９ページでございます。  ８款土木費１項土木管理費で６,１８４万。２項道路橋梁費で５億４,２４９万８,０００円。３項河川費で３,２４７万８,０００円。４項都市計画費で３億１,７６８万５,０００円。５項住宅費２,８４５万２,０００円。  ９款１項消防費で４億６,４６４万１,０００円。  １０款教育費１項教育総務費２億６,３７２万４,０００円。２項小学校費で１億５,８７５万２,０００円。３項中学校費で９,１０４万７,０００円。４項幼稚園費で２億４,９３２万６,０００円。５項社会教育費で１０億５,５２０万５,０００円。６項保健体育費で５億５,４０４万８,０００円。  １２款公債費１項公債費で１１億４,４４６万７,０００円。１３款諸支出金２項基金費で２億５,８０４万６,０００円。  １４款予備費１項予備費で５００万とさせていただくものでございます。  歳出合計といたしまして、歳入合計と同額で１１６億６００万円となってございます。  続きまして、１１ページをお願いをいたします。  第２表 地方債。  起債の目的からでございます。公共事業等債、限度額が４,９８０万。地方道路等整備事業債２億８,８６０万。緊急自然災害防止対策事業債で５,２００万。緊急浚渫推進事業債で１,０００万。防災対策事業債で６６０万。公共施設等適正管理推進事業債（教育）で６億３,９７０万。合計といたしまして、限度額１０億４,６７０万となってございます。  起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりでございます。  飛びますけれども、１３８ページをお願いをいたします。１３８ページでございます。  給与費明細書となってございまして、１が特別職となってございます。本年度、前
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年度比較ということで記載をさせていただいております。  １３９ページから１４３ページについては、一般行政職の給与費明細書となってございます。会計年度も含む人件費となってございます。  次、１４４ページをお願いをいたします。１４４ページでございます。  この１４４から１４６ページまでが、債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。  ４７ページをお願いをいたします。  ４７ページにつきましては、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書となってございますので、よろしくお願いします。  ちょっと冊子は変わりますけれども、予算の概要のほうを御覧いただきたいと思います。予算の概要書の３ページをお願いをいたします。  令和８年度当初予算の考え方でございます。令和８年度当初予算につきましては、町長選挙を踏まえまして、骨格予算として継続事業及び義務的経費を中心に編成を行いまして、新規事業や政策的経費は肉づけ予算として以後の補正予算により対応することといたしております。  国内経済については、足元の景気は緩やかな回復局面にあるものの、潜在成長力は伸び悩み、賃金の伸びは物価上昇に追いつかず、食料品を中心とした物価高騰が家計の安心を揺るがして、個人消費や民間需要の力強さを欠く状況が続いており、まさに今、再びデフレに後戻りしない成長型経済に移行できるかどうかの分岐点に立っているところでございます。  加えて、少子高齢化に伴う社会や地域を支える人材の確保をはじめ、自然災害の激甚化、頻発化に伴う危機管理や災害対応の向上がより一層求められているところでございます。  また、本町の財政収支見通しにおきましては、物価高騰の影響のほか、国際情勢の変化や流動的な政治情勢により社会経済の先行きの不確実性が一層高まっており、歳入予算の見通しが不透明な状況に至ってございます。  こうした中においても、扶助費をはじめとする社会保障費、公共施設の老朽化対策などに加えて、人件費や委託料などの上昇分に対して、多額の財源を要する見込みと



- 45 - 

なっておりまして、これまで以上に財政健全化に向けた取組が喫緊かつ重要な課題となっております。  このような基本認識の下、将来の町のありたい姿の実現に向けた未来志向のまちづくりに取り組む必要がありまして、総合計画に掲げる重点戦略プロジェクトのアクションプランであります第３期愛荘町未来創生戦略に基づく「ひとづくり」、「しごとづくり」、「まちづくり」の３つの柱を軸に、継続的かつ重点的に取り組む施策に予算を配分をいたしております。  さらに、住民サービスの向上や職員の働き方改革に資するデジタル実装を継続的に進めるとともに、公共施設の最適配置や年々費用負担が増大するインフラの老朽化対策、福祉や教育、暮らしの安全、防災・減災など住民生活に不可欠なサービスを安定的に供給するための施策に予算を配分をいたし、将来に向けたまちづくりの着実な推進と基礎的な行政サービスの確保と充実の両立を図るなど、さらなる調整につながる施策を展開してまいりますので、よろしくお願いをしたいと思います。  以上、令和８年度愛荘町一般会計の予算の説明とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１４号 令和８年度愛荘町一般会計予算を予算常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第１４号 令和８年度愛荘町一般会計予算を予算常任委員会に付託することに決定しました。  ◎議案第１５号の上程、説明、質疑◎議案第１５号の上程、説明、質疑◎議案第１５号の上程、説明、質疑◎議案第１５号の上程、説明、質疑    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１８ 議案第１５号 令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。企画政策監。 ○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務○企画政策監兼みらい創生課長事務取扱兼給付金・定額減税一体支援事業推進室長事務
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取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）取扱（西川傳和君）  それでは、議案第１５号 令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算について御説明いたします。  予算書１５０ページをお願いいたします。  令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２,０００円と定める。  第１条、第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算による。  次に、１５３ページをお願いいたします。  歳入。１款財産収入１項財産売払収入、金額１,０００円。  ４款諸収入１項預金利子金額１,０００円。歳入合計で２,０００円でございます。  続いて１５４ページをお願いいたします。  歳出でございます。  ３款諸支出金１項繰出金、金額２,０００円。歳出合計２,０００円でございます。  次の１５５ページから１５６ページまでが事項別明細書でございます。  以上、令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算の議案を提出するものでございます。  御審議賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１５号 令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算を総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第１５号 令和８年度愛荘町土地取得造成事業特別会計予算を総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。  ◎議案第１６号の上程、説明、質疑◎議案第１６号の上程、説明、質疑◎議案第１６号の上程、説明、質疑◎議案第１６号の上程、説明、質疑    
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○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第１９ 議案第１６号 令和８年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）  予算書の１５８ページをお開きください。１５８ページです。  令和８年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによるものです。  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１９億３,９０７万９,０００円と定めるものです。  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算によるものです。  歳出予算の流用、第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。  １、各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足を生じる場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  上記の議案を提出いたします。  それでは、１５９ページをお願いします。  歳出でございます。  １款国民健康保険税１項国民健康保険税３億５,０２９万円。  ３款使用料及び手数料１項手数料１０万５,０００円。  ４款国庫支出金２項国庫補助金１,０００円。  ７款県支出金２項県補助金１４億６１１万６,０００円。  ９款財産収入１項財産運用収入２４万９,０００円。  １０款繰入金１項他会計繰入金１億４,６３４万４,０００円。２項基金繰入金３,０６８万７,０００円。  １１款繰越金１項繰越金３００万円。  １２款諸収入１項預金利子１,０００円。２項雑入７万２,０００円。３項延滞金、加算金及び過料２２１万４,０００円。歳入合計１９億３,９０７万９,０００円とするものです。  次のページ、１６０ページをお願いします。 
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 歳出でございます。  １款総務費１項総務管理費４,７６５万３,０００円。２項徴税費３２７万円。３項運営協議会費３０万２,０００円。  ２款保険給付費１項療養諸費１１億６,４１０万円。２項高額療養費２億１０万円。３款葬祭諸費１３０万円。４項移送費５万円。５項出産育児諸費７５０万４,０００円。  ３款国民健康保険事業費納付金１項医療給付費分３億２,２４８万１,０００円。２項後期高齢者支援金分１億１,３０５万４,０００円。３項介護給付費分３,６８１万９,０００円。４項子ども・子育て支援納付金分１,０８４万円。  ８款保健事業費１項保健事業費９６１万３,０００円。２項特定健康診査等事業費１,９７５万３,０００円。  １０款諸支出金１項償還金及び還付加算金９９万１,０００円。次のページ、１６１ページになります。２項基金積立金２４万９,０００円。  １１款予備費１項予備費１００万円。  歳出合計１９億３,９０７万９,０００円とするものでございます。  １６２ページから１７５ページは歳入歳出予算事項別明細書でございます。  また、１７６ページから１８１ページは給与費明細書となっております。  以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。１０番、瀧 すみ江君。 ○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧    すみ江君）すみ江君）すみ江君）すみ江君）  １０番、瀧 すみ江です。  この令和８年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算の中に初めの事業の目的と、事業概要ですか、そこのところにマイナ保険証の記述がありますが、そのマイナ保険証の国民健康保険の被保険者の取得状況と利用率について答弁を求めます。  それと、予算の概要のほうの２８１ページ、子ども・子育て支援納付金、これは、提案もありましたように、４月からという予定にはなっておりますが、子ども・子育て支援納付金は１８歳未満の国保加入者の家族というか方には課税されるのかどうかについて答弁を求めます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  住民課長。 ○住民課長（楠○住民課長（楠○住民課長（楠○住民課長（楠    真二君）真二君）真二君）真二君）  マイナンバーカード、国民健康保険の加入者、被保険者のマイナンバーカードの登録率につきましては、令和７年１２月の時点で７０.５８％
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になっております。利用率につきましては、７１.２８％になっております。  以上です。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  税務課長。 ○住民課長（楠○住民課長（楠○住民課長（楠○住民課長（楠    真二君）真二君）真二君）真二君）  ２点目の御質問にお答えいたします。  今年度から、令和８年度から計上しております子ども・子育て支援納付金分につきましては、均等割につきましては、１８歳未満の被保険者につきましては、全額軽減措置をするということになっております。  以上です。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  瀧 すみ江君。 ○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧    すみ江君）すみ江君）すみ江君）すみ江君）  今度は町長にお聞きしたいと思うんですけど、昨日の全協の説明でもありましたように、教育民生常任委員会に付託になっている国保税の条例ですけども、そのことを見てみても、もうこの間も値上げしたのにまた今度もというような、被保険者にとったら本当に大変な状況となっていると思います。でも、これは町のほうで努力はしていただいていると、上げ幅を抑えたりとか、努力はしていただいていると思うんです。でもやっぱり国保税は毎年引上げになっている状態です。  これは、もはや自治体だけでは対応できる状況ではなくて、国が財源措置の増額を図らないと被保険者の負担が増えて払えない人はますます払えなくなってしまう状況になっていると思います。  それで、１２月議会の一般質問の中で、高校生年代までの均等割の軽減措置を町村会長を通じて引き続き国に要望してまいりますということで答弁をされておられました。それで、このこととともにこの国の財源措置の増額についても国に向けて要望されることを求めたいと思いますので、お考えを答弁をお願いいたします。 ○議長（河村○議長（河村○議長（河村○議長（河村善一君）善一君）善一君）善一君）  町長。 ○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）  今ほどお問いを頂きました国のほうの財源措置ということでございますけれども、瀧議員も御承知いただいておりますように、この負担、この税ということを等しく御負担を頂きながらこの国保という制度をしっかりとお守りしていくことが大事であると。この部分に関しましては、瀧議員もそのとおりであるというふうにお感じはいただいているというようにも思います。  国のほうにおきましても、やはりこの国保制度ということをしっかり守っていく、持続性を高めていくということが重要であるということを当然考えておる中でもござ
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います。この部分の措置に向けては、国のほうもしっかりと、均等割、未就学の方々というところも拡大をしていっておりますし、また、実際にこの国保に加入いただいている方々が減をしてきている。これは通常の社保に入っていただく方々が拡大しているというところもありますし、また、高齢化に伴いまして、その方々がどうしてもシュリンクをしてきているというところもある部分はございます。国に向けても、町村会等々を通じ、この要望ということは今後とも重ねていくものでございますが、最終的にはやはり国のほうの制度でございますので、どのようにこの財源の措置をしていくか、また、それぞれ国保の方々の御負担を頂くかというところは、国において固まっていくものということでは承知をしているものでございます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これで質疑を終わります。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１６号 令和８年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算を教育民生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第１６号 令和８年度愛荘町国民健康保険事業特別会計予算を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。  ◎議案第１７号の上程、説明、質疑◎議案第１７号の上程、説明、質疑◎議案第１７号の上程、説明、質疑◎議案第１７号の上程、説明、質疑    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第２０ 議案第１７号 令和８年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）紀君）紀君）紀君）  予算書の１８４ページをお開きください。  令和８年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによるものです。  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億１,６０６万６,０００円と定めるものです。 
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 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算によるものです。  上記の議案を提出いたします。  それでは、１８５ページをお願いいたします。  歳入でございます。１款保険料１項後期高齢者医療保険料２億５,２４８万９,０００円。  ２款使用料及び手数料１項手数料１,０００円。  ３款寄付金１項寄付金１,０００円。  ４款繰入金１項一般会計繰入金６,２６６万円。  ５款繰越金１項繰越金１,０００円。  ６款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１,０００円。２項償還金及び還付加算金９１万円。３項預金利子１,０００円。５項雑入１,０００円。  １３款国庫支出金２項国庫補助金１,０００円。  歳入合計３億１,６０６万６,０００円とするものです。  次のページ、１８６ページをお願いします。  歳出でございます。  １款総務費１項総務管理費９５６万２,０００円。２項徴収費１３７万５,０００円。  ２款広域連合納付金１項広域連合納付金３億４２１万９,０００円。  ３款諸支出金１項償還金及び還付加算金９１万円。  歳出合計９億１,６０６万６,０００円とするものです。  １８７ページから１９３ページは、歳入歳出予算事項別明細書です。  また、１９４ページから１９８ページは、給与費明細書となっております。  以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。１０番、瀧 すみ江君。 ○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧    すみ江君）すみ江君）すみ江君）すみ江君）  １０番、瀧 すみ江です。  こちらの後期高齢者医療事業特別会計の予算のほうでも、概要のほうにマイナ保険証のことが書かれていますので、さっきと同じ質問ですけれども、取得状況と利用率について答弁を求めます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  住民課長。 
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○住民課長（楠○住民課長（楠○住民課長（楠○住民課長（楠    真二君）真二君）真二君）真二君）  後期高齢者医療制度加入者、被保険者の方で令和７年１１月時点でございます。登録率が６９.６８％、利用率につきましては３２.５３％になっております。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  瀧 すみ江君。 ○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧    すみ江君）すみ江君）すみ江君）すみ江君）  度々で申し訳ないんですけど、また町長に後期高齢者医療制度のことで答弁を求めたいと思うんですけど、滋賀県後期高齢者医療連合で後期高齢者医療のことは何もかも決められてしまって、私たちの知らないところで大事なことが決められています。  令和８年度予算の概要のところでも、上がりますということが最初に、保険料が上がりますということが最初に５行ぐらい書かれてあるんです。そういうことで、ここは後期高齢者医療連合のほうに議員として愛荘町から行っておられるのは有村町長であって、本当にすごく大事な立場であると思っております。  やはり、選挙のときでも、高齢者にいろいろなお声も聞かれたでしょうし、やはり愛荘町の高齢者の暮らしを守るという発言をして、議会に、こちらの議会にその声を届けていただきたいということを求めたいと思いますのですが、お考えについて答弁を求めます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  町長。 ○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）○町長（有村国知君）  今ほどお問いを頂きましたのは、議会の事柄を町議会にも共有をというところであろうかというようにも思います。  それぞれ委員会等々でもどのような議論があるのかということは共有させていただいたりとか、そういう勉強会の機会ということでいただくのであれば、そういう部分で共有をさせていただくというのがふさわしいシーンなのかなというふうには思うものでございます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  ほかに質疑ありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これで質疑を終わります。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１７号 令和８年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算を教育民生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 
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○議長（○議長（○議長（○議長（河村善一君）河村善一君）河村善一君）河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第１７号 令和８年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計予算を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。  ◎議案第１８号の上程、説明、質疑◎議案第１８号の上程、説明、質疑◎議案第１８号の上程、説明、質疑◎議案第１８号の上程、説明、質疑    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第２１ 議案第１８号 令和８年度愛荘町介護保険事業特別会計予算を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）  予算書の２００ページをお開きください。  令和８年度愛荘町介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによるものです。  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１５億９,９７５万６,０００円と定めるものです。  ２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表 歳入歳出予算によるものです。  歳出予算の流用、第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  １、各項に計上した保険給付費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  上記の議案を提出いたします。  それでは、２０１ページをお願いします。  歳出でございます。  １款保険料１項介護保険料３億７,９７６万６,０００円。  ２款使用料及び手数料１項手数料２万５,０００円。  ３款国庫支出金１項国庫負担金２億６,５５４万３,０００円。２項国庫補助金６,２８９万９,０００円。  ４款支払基金交付金１項支払い基金交付金４億３７２万７,０００円。  ５款県支出金１項県負担金２億９６９万３,０００円。２項県補助金１,３１７万７,０００円。  ６款財産収入１項財産運用収入３１万７,０００円。 
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 ７款寄付金１項寄付金１,０００円。  ８款繰入金１項一般会計繰入金２億６,３７２万円。２項基金繰入金８８万２,０００円。  ９款繰越金１項繰越金１,０００円。  次のページになります。２０２ページです。  １０款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１,０００円。２項預金利子１,０００円。３項雑入３,０００円とし、歳入合計１５億９,９７５万６,０００円とするものです。  次のページ、２０３ページをお願いします。  歳出でございます。  １款総務費１項総務管理費３,１５１万７,０００円。２項徴収費１３９万９,０００円。３項認定審査会費１,７１８万３,０００円。４項運営協議会費４８８万７,０００円。５項趣旨普及費８万３,０００円。  ２款保険給付費１項介護サービス等諸費１３億５,８９２万円。２項介護予防サービス等諸費３,７１５万６,０００円。３項高額介護サービス等費２,７６３万円。４項高額医療合算介護サービス費３５３万円。５項その他諸費１４２万９,０００円。６項特定入所者介護サービス等費３,３６６万円。  ４款地域支援事業費２項包括的支援事業・任意事業４,８０２万９,０００円。３項介護予防・生活支援サービス事業費３,２３４万５,０００円。４項一般介護予防事業費５３万９,０００円。５項その他諸費１３万円。  ６款諸支出金１項還付金及び還付加算金２０万１,０００円。２項基金積立金３１万８,０００円。  次のページ、２０４ページとなります。  ４款予備費１項予備費８０万円、歳出合計１５億９,９７５万６,０００円とするものでございます。  次の２０５ページから２２２ページは歳入歳出予算事項別明細書となっております。  また、２２３ページから２２８ページは給与費明細書でございます。  以上、説明とさせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。１０番、瀧 すみ江君。 ○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧    すみ江君）すみ江君）すみ江君）すみ江君）  １０番、瀧 すみ江です。 
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 令和８年度愛荘町介護保険事業特別会計予算についてですけれども、この令和８年度で介護保険計画が第９期の最終年度、３年目になりますので、第１０期の計画策定の事務ということにもう入っておられるだろうと思いますし、これから本格化されることだろうと思います。  それで、９期から１０期になるに当たっての、入るに当たっての計画策定において、どのような基本方針を行政としては持っておられるのか。これはまたこのことをもって策定委員会の方に提案されるだろうと思いますけれども、基本的な方針というか、そういうものについてお聞きいたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  福祉課長。 ○福祉課長（川井美幸君）○福祉課長（川井美幸君）○福祉課長（川井美幸君）○福祉課長（川井美幸君）  お答えさせていただきます。  現在、愛荘町の要介護、要支援の認定率は増加をしておりますが、国、県に比べますと低い認定率となっております。中でも愛荘町は要支援認定者数が増加傾向にあります。これは町が力を入れております介護予防事業、地域包括支援センターでの各種教室等が一定の成果を出してきており、要介護者ではなく、要支援や事業対象者を増やすことで、介護給付の抑制につながっていると考えております。令和８年度におきましても、現在の事業や取組について見直しや検討を重ねながら、今後も一層の適切なサービスの提供や高齢者が生き生きとその人らしく住み慣れた地域で元気に過ごせるよう支援をしてまいりたいと考えております。  また、１０期の介護保険の事業計画につきましては、今年度計画の策定に向けまして、アンケート調査を実施させていただきました。今後、調査の結果を分析し、計画に住民様の皆さんからの声を反映してまいりたいと考えております。また、介護保険の計画は３年ごとではありますが、５年後、１０年後の先を見据えた計画になりますよう、来年度の策定委員会では、しっかり計画を立ててまいりたいと考えております。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  １０番、瀧 すみ江君。 ○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧○１０番（瀧    すみ江君）すみ江君）すみ江君）すみ江君）  この第１０期計画策定において、計画策定の最後のほうでは、介護保険の保険料を決めなければならないということで、第１０期の介護保険料を決定しなきゃならないという大変な作業があるんですけども、これに介護保険料を算定したときに引き下げることができる要因というのは、やはりそれに使われるのが介護保険準備基金が一番大きいと思います。この準備基金のほう、令和６年度ぐらいから大分１億を超えてまいりまして、７年度のこの決算の概要では、年度末残高は
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１億４,０００万円の残高を示しております。  それで、この基金を使って、やはり先ほどから言っていますように国保の保険料、そして後期高齢者の保険料など本当に増加傾向、大変な状態であるので、もう介護保険料は、今のところというか、介護保険料は町で決められるものですので、この基金運用でぜひ引き下げていくことが課題であるというふうに考えています。町民を救う意味でもそういうふうに考えていますので、それに対しての答弁を求めたいと思います。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  福祉政策監。 ○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）○福祉政策監兼健康推進課長事務取扱（木村美紀君）  御答弁させていただきます。  今ほど瀧議員が御質問いただきましたように、介護保険料につきましては、この９期で５,８００円から５,９００円と１００円引き上げさせていただきました。しかしながら、県下でも５番目に安い保険料というところで設定をさせていただいております。しかしながら、基金を積み立てていくというような現状もありますので、１０期につきましては、保険料の見直しということも含めて検討していきたいと思います。  また、今ほど福祉課長のほうからも説明させていただきましたけれども、計画１期は３年の計画にはなっておりますけれども、３年だけのスパンで考えるのではなく、３年、６年、９年、おおむね１０年後の町も想像しつつ、保険料のほうを設定していきたいと思っております。今、この場で引下げをということは御答弁できませんけれども、そのことも視野に入れながら、住民の皆様の負担が少しでも少なく、しかし一方で、介護保険で安心して生活できる人もお守りしたいと思いますので、検討させていただきたいと思います。  以上です。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これで質疑を終わります。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１８号 令和８年度愛荘町介護保険事業特別会計予算を教育民生常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第１８号 令和８年度愛
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荘町介護保険事業特別会計予算を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。  ◎議案第１９号の上程、説明、質疑◎議案第１９号の上程、説明、質疑◎議案第１９号の上程、説明、質疑◎議案第１９号の上程、説明、質疑    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  日程第２２ 議案第１９号 令和８年度愛荘町下水道事業会計予算を議題にします。  本案について、提案理由の説明を求めます。産業政策監。 ○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）○産業政策監兼商工観光課長事務取扱（北川三津夫君）  それでは、予算書２３０ページをお願いいたします。２３０ページでございます。  議案第１９号 令和８年度愛荘町下水道事業会計予算について説明させていただきます。  総則第１条、令和８年度愛荘町下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  業務の予定量、第２条、業務の予定量につきまして、次のとおり１から４まで定めさせていただいてございます。  収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  収入でございます。第１款第１項営業収益４億２,２２８万２,０００円。第２項営業外収益６億１,８０３万８,０００円。下水道事業収益、合計１０億４,０３２万円でございます。  支出、第１款第１項営業費用８億７,７０７万６,０００円。第２項営業外費用９,７５８万８,０００円。第４項予備費２００万円。下水道事業費用計９億７,６６６万４,０００円。  ２３１ページでございます。  資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。  収入、第１款第２項企業債４億３,２９１万６,０００円。第４項補助金１億１,３１４万５,０００円。第５項分担金１,１１６万８,０００円。第６項負担金２７万２,０００円。第９項その他資本的収入５０万円。資本的収入計５億５,８００万１,０００円。  支出、第１款第１項建設改良費７,６４６万８,０００円。第３項企業債償還金７億４７９万４,０００円。第５項その他資本的支出５０万円。資本的支出計７億８,１７６万２,０００円。 



- 58 - 

 企業債、第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。  起債の目的、３つございます。公共下水道事業債限度額１,０９０万円。流域下水道事業債、限度額５,９９０万円。資本費平準化債限度額３億６,２１１万６,０００円。  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  ２３２ページをお願いいたします。  一時借入金、第６条、一時借入金の限度額は１億円と定める。  予定支出の各項の経費の金額の流用、第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合について、次の３つのとおり定めさせていただいてございます。  議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第８条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  １、職員給与費といたしまして１,７６４万１,０００円でございます。  他会計からの補助金、第９条、下水道事業の営業助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は２億７,１１７万５,０００円であります。  上記の議案を提出するものでございます。  ２３３ページからは説明書でございまして、２３８ページ、２３９ページにつきましては、予定キャッシュ・フロー計算書、２４０ページから２４５ページまでにつきましては給与費明細書、２４６ページから２４８ページまでは予定貸借対照表を添付させていただいております。  以上、説明とさせていただきます。御審議いただきますようよろしくお願いいたします。 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 〔「なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  質疑なしと認めます。  お諮りします。愛荘町議会会議規則第３９条第１項の規定により、議案第１９号 令和８年度愛荘町下水道事業会計予算を総務産業建設常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認めます。よって、議案第１９号 令和８年度愛
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荘町下水道事業会計予算を総務産業建設常任委員会に付託することに決定しました。  ◎散会の宣告◎散会の宣告◎散会の宣告◎散会の宣告    ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  本日の日程は全て終了しました。本日はこれで散会します。  お諮りします。議事の都合により、３月１１日から３月１６日まで休会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」の声あり〕 ○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）○議長（河村善一君）  異議なしと認めます。よって、３月１１日から３月１６日まで休会することに決定しました。  ３月１７日午後１時３０分から本会議です。御苦労さまでございました。以上で終わります。 散会 午前１１時３７分 


